
町からの
お知らせ

～知って役立つ～

 

今
年
度
に
76
歳
︑
78
歳
︑
80
歳
の
誕

⽣
⽇
を
迎
え
ら
れ
る
⽅
を
対
象
に
︑
お

⼝
元
気
⻭
ỿ
ピ
ổ
健
診
︵
⼝
腔
健
診
︶

を
実
施
し
ま
す
︒

 

⾼
齢
期
に
な
る
と
︑
む
せ
こ
ん
だ

り
︑
の
ど
に
つ
か
え
た
り
す
る
こ
と
が

多
く
︑
こ
れ
が
原
因
で
誤
嚥
性
肺
炎
を

起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
健
診

は
﹁
⻭
﹂
だ
け
で
な
く
︑﹁
お
⼝
の
機
能
﹂

も
含
め
て
検
査
を
⾏
う
た
め
︑
定
期
的

に
⻭
科
治
療
を
さ
れ
て
い
る
⽅
や
︑
義

⻭
︵
⼊
れ
⻭
な
ど
︶
を
使
⽤
中
の
⽅
も

受
診
で
き
ま
す
︒

 

県
内
の
⻭
科
医
療
機
関
へ
予
約
の
上
︑

受
診
し
て
く
だ
さ
い
︒

▼
健
診
期
間
 

６
⽉
２
⽇
Ộ
１
⽉
31
⽇

▼
健
診
料
 

無
料

▼
対
象
者

今
年
度
76
歳
に
な
る
方

︵
昭
和
24
年
４
⽉
１
⽇
Ộ
昭
和
25
年
３

⽉
31
⽇
⽣
︶

今
年
度
78
歳
に
な
る
方

に
︑
戦
没
者
の
ご
遺
族
に
特
別
弔
慰
⾦

︵
記
名
国
債
︶
を
⽀
給
し
て
い
ま
す
︒

▼
請
求
期
間

令
和
10
年
３
⽉
31
⽇
ま
で

※
期
間
を
過
ぎ
る
と
受
付
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

※
⽀
給
対
象
者
要
件
な
ど
詳
し
く
は
︑

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先　

肝
付
町
役
場 

福
祉
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
１
３

内
之
浦
総
合
⽀
所 

町
⺠
⽣
活
課

☎
０
９
９
４︵
67
︶４
５
１
１

岸
良
出
張
所

☎
０
９
９
４︵
68
︶２
０
０
１

 

⼊
校
⽣
を
募
集
し
ま
す
︒

▼
訓
練
内
容

パ
ソ
コ
ン
基
本
操
作
等

▼
授
業
料
 

無
料

※
教
材
費
４
︐
４
０
０
円
⾃
⼰
負
担

▼
定
員

10
⼈

▼
訓
練
期
間

10
⽉
１
⽇
Ộ
12
⽉
24
⽇

▼
応
募
資
格

障
害
の
あ
る
⽅
で
早
期
の
就
職
や
再
就

職
を
⽬
指
す
⽅

▼
募
集
期
間
 

６
⽉
23
⽇
Ộ
８
⽉
28
⽇

※
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
開
発
校
ま
た
は

ハ
ロ
ổ
ワ
ổ
ク
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
せ
先

⿅
児
島
障
害
者
職
業
能
⼒
開
発
校

☎
０
９
９
６︵
44
︶２
２
０
６

ハ
ロ
ổ
ワ
ổ
ク
か
の
や

☎
０
９
９
６︵
42
︶４
１
３
５

︵
昭
和
22
年
４
⽉
１
⽇
Ộ
昭
和
23
年
３

⽉
31
⽇
⽣
︶

今
年
度
80
歳
に
な
る
方

︵
昭
和
20
年
４
⽉
１
⽇
Ộ
昭
和
21
年
３

⽉
31
⽇
⽣
︶

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
県
後
期
⾼
齢
者
医
療
広
域
連
合

業
務
課
保
健
事
業
班

☎
０
９
９︵
２
０
６
︶１
３
２
９

 

﹃
認
知
症
や
介
護
で
悩
ん
で
い
る
﹄︑

﹃
家
族
が
認
知
症
で
な
い
か
と
気
に

な
ỵ
て
い
る
﹄﹃
同
じ
経
験
を
し
て
い

る
⼈
と
交
流
し
て
み
た
い
⁝
﹄
そ
ん
な

思
い
を
抱
え
て
い
る
ご
家
族
や
ご
本
⼈

の
た
め
の
会
︑﹁
⽀
え
愛
会
﹂
を
開
催

し
ま
す
︒

▼
日
時
 

６
⽉
17
⽇
︵
⽕
︶

午
前
10
時
Ộ
12
時

▼
場
所
 

前
⽥
地
区
公
⺠
館

▼
参
加
料
 

無
料

▼
申
し
込
み
 

６
⽉
12
⽇
︵
⽊
︶
ま
で

に
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
︒

▼
申
込
・
お
問
い
合
せ
先

肝
付
町
地
域
包
括
⽀
援
セ
ン
タ
ổ

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
１
９

 

戦
後
80
年
に
あ
た
り
︑
今
⽇
の
我
が

国
の
平
和
と
繁
栄
の
礎
と
な
ỵ
た
戦
没

者
の
尊
い
犠
牲
に
思
い
を
致
し
︑
国
と

し
て
改
め
て
弔
意
の
意
を
表
す
た
め

 

ハ
ロ
ổ
ワ
ổ
ク
か
の
や
で
は
︑
令
和

８
年
３
⽉
の
⾼
等
学
校
卒
業
予
定
者
を

対
象
と
し
た
求
⼈
の
受
付
を
︑
６
⽉
１

⽇
か
ら
開
始
し
ま
す
︒

 

事
業
主
の
皆
様
⽅
は
︑
将
来
を
担
う

優
秀
な
⼈
材
の
確
保
の
た
め
に
も
︑
⼀

⼈
で
も
多
く
の
採
⽤
を
ご
検
討
い
た
だ

く
と
と
も
に
︑
で
き
る
だ
け
早
期
の
求

⼈
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
︒

▼
お
問
い
合
せ
先

ハ
ロ
ổ
ワ
ổ
ク
か
の
や

☎
０
９
９
４︵
42
︶４
１
３
５

 

令
和
８
年
度
⼊
学
の
海
上
保
安
学
校

学
⽣
・
海
上
保
安
⼤
学
校
学
⽣
を
募
集

し
ま
す
︒
試
験
申
し
込
み
は
イ
ン
タ
ổ

ネ
ỿ
ト
で
の
受
付
に
な
り
ま
す
︒

※
試
験
⽇
・
受
験
資
格
等
に
つ
い
て

は
︑
募
集
種
⽬
ご
と
に
異
な
り
ま
す

の
で
︑
ホ
ổ
ム
ペ
ổ
ジ
で
ご
確
認
い

た
だ
く
か
︑
第
⼗
管
区
海
上
保
安
本

部
⼈
事
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
︒

▼
お
問
い
合
せ
先
 

第
⼗
管
区
海
上
保

安
本
部
総
務
部
⼈
事
課

☎
０
９
９︵
２
５
０
︶９
８
０
０

６
月
１
日
か
ら
高
卒
求
人

の
受
付
を
開
始
し
ま
す

鹿
児
島
障
害
者
能
力
開
発
校

入
校
生
募
集

海
上
保
安
官
募
集

お
口
歯
ッ
ピ
ー
健
診

介
護
や
認
知
症
の
こ
と
で

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か

▲
海
上
保
安
官
募
集

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

職 氏　　名 新　　職 旧　　職

課⻑
補佐級

内園 美紀 税務課課⻑補佐 会計課課⻑補佐兼会計係係⻑

吉満 義和 会計課課⻑補佐兼会計係係⻑兼⽤度係係⻑ 会計課参事兼⽤度係係⻑

係員級

峯﨑 修⼀ 会計課主査 宇宙のまちづくり推進課主査兼調整監

森 ⿓太朗 健康増進課主事 税務課主事

⼀松 未⽻ 会計課主事 総務課主事

役場職員人事異動（令和７年５月１日付）

お問い合わせ先 肝付町役場 総務課 ☎ 0994（65）2521

第
12
回
特
別
弔
慰
金
の
請

求
に
つ
い
て
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「令和７年国勢調査員募集！」「令和７年国勢調査員募集！」
募集期間　６月 30日まで募集期間　６月 30日まで

お問い合わせ先
肝付町役場 企画調整課
☎ 0994（65）8422（直通）

 令和７年国勢調査が実施されるにあたり、調査
員として従事していただける⽅を募集します。
 多くの調査員が必要となりますので、地域の皆
様のご協⼒をお願いします。

 国勢調査員は、総務⼤⾂に任命される
⾮常勤の国家公務員です。
 任命にあたっては、登録が必要ですので、詳細
については、ホームページをご覧いただくか、企
画調整課までお問い合わせください。

申請書類などはこちら▶▶▶

【調査（従事）期間】
 令和７年９⽉〜 11 ⽉

国勢調査とは
 国内に住むすべての⼈と世帯を対象に５年に⼀
度実施される、国が⾏う最も⼤切な統計調査です。
調査結果は、⾏政施策などに利⽤されます。

 肝属中部地区では、肝属中部畑地かんがい事業により、平成 30 年度より荒瀬ダムからの通⽔が開始され、
各地区への給⽔栓の設置や申し込まれた散⽔器具の導⼊などを県営事業で実施しております。
 皆さんもぜひ給⽔栓を設置して⽔を使う農業をしてみませんか。

【⽔利⽤賦課⾦（10a あたり）】
・茶      9,000 円
・施設園芸   9,000 円
・普通畑    3,600 円

※約１年間あたりの⾦額です

〇賦課⾦について
 給⽔栓を設置しただけでは、賦課⾦は発⽣しません。
 畑かん⽔利⽤の際に「給⽔開始申込書」の提出が必要であり⽔を使
⽤し始めてから賦課⾦が発⽣します。
 また、10a あたり右表の賦課⾦が賦課されます。

お問い合わせ 肝属中部⼟地改良区 ☎ 0994(45)7120  肝付町役場 農業振興課 ☎ 0994(65)8417

 詳細や申込につきましては、下記までお問い合わせください。

「スミレイン」

〇給⽔栓について
・畑かんの⽔を利⽤するためには、給⽔栓の設置が必要です。
・事業期間中に限り設置にかかる費⽤負担はありません。
 ※⾏政が全額負担します。
〜給⽔栓の申込みについて〜
令和７年度は、随時申込みを受け付けております。
〜地区の事業完了年度〜
・第⼆吾平東部地区（令和９年度）
 ⾕⼭迫、協和周辺
・第五・第六肝付地区（令和９年度）
 論地、⻄が丘、下⻄⽅、⻑能寺、⽩坂、⼤脇、上⼤脇、染⽊、瀬⼾宇治周辺
・第四肝付地区（令和 11 年度）
 ⾕⼭迫、協和、⻄⼭下、⽩坂周辺

畑かん利用について
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